
玉山銀行　 支店　御中

年 月 日

〕

9 1 1 3 0

日付：

銀行使用欄

個別

直物 〔　               　　    　　　　〕
〔　               　　    　　　　〕

予約 〔　               　　    　　　　〕

〔　               　　    　　　　〕

　ロシア・ベラルーシ関連規制　あり　・　なし レート 関係銀行手数料

●私は、裏面記載の規定に従い、送金為替を依頼します。なお振込資金ならびに送金に係る手数料は上記預金口
座からお引落しください。
●私は、現在貴行に届出している顧客情報が最新の内容であり、変更がないことを確認しました。
●「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」第３条の規定により
該当欄記載の告知をします｡ なお個人番号または法人番号は別紙にて告知します。

(都市名)

(都市名)

引落口座番号（送金代り金および諸手数料）/ACCOUNT　NO. 

経由・支払銀行手数料/THEIR COMM

銀行住所 BENEFICIARY BANK ADDRESS

(都市名) (国名)

原産地(国名)

   【備考】

不要

取引番号

・外為法上の許可等               要   ・  不要
・北朝鮮・イラン

・国外送金等調書                   要   ・  不要

・支払等報告書                      要   ・  不要

 （国際收支番号：                                   ）

レート
金額

金額

決済方法　

ご依頼人名(ローマ字)  APPLICANT FULL NAME

送金手数料

取扱手数料

手数料合計

仲介貿易仕向地（都市名）

56 中間銀行/INTERMEDIARY　BANK　　　　　　　　　　　　※必要な場合のみ

「外国為替及び外国貿易法」の北朝鮮・イラン・ロシア・ベラルーシ関連規
制および「米国OFAC規制」に該当しません。また、受取人又は受取人の
実質的支配者は北朝鮮に住所又は居所を有する者等ではありません。さ
らに、玉山銀行日本支店ホームページに掲載の「外国送金を行うお客様
へ」を確認しました。

個人データについて/PERSONAL　INFO.

商品名

外国送金依頼書 兼 告知書（兼払戻請求書）
APPLICATION FOR REMITTANCE WITH DECLARATION

70 受取人あて支払明細/DETAILS OF PAYMENT ※必要な場合のみ70字以内

送金金額/AMOUNT

送金通貨

太枠内にタイプまたは活字体の大きさでご記入・チェック・押印ください。（*英語でご記入ください。　*Please fill in English.）

異種通貨相当額/EQUIVALENT AMOUNT IN DEBIT CURRENCY

(西暦)  20

59 お受取人情報/BENEFICIARY CUSTOMER

(国名)

(国名)

〕　　　異種通貨相当額〔

受取口座番号またはIBAN  BENEFICIARY A/C NO. OR IBAN

57 お受取銀行情報/ACCOUNT WITH INSTITUTION

ご依頼人住所(ローマ字)  APPLICANT ADDRESS

要
※”要”の場合はライセンスのご提示並びに許可番号と日付のご記入をお願いします。

許可番号：

裏面記載の第6条（個人データの外国にある第三者への提供）について
確認しました。

依頼人負担(OUR)

受取人負担(SHA)

50 ご送金依賴人情報/ORDERING CUSTOMER

(銀行名)

船積地域(都市名)
MERCHANDISE ORIGIN SHIPPED FROM

※中国の場合都市名までご
記入お願いします

担当者/CONTACT PERSON 日中連絡先（TEL）

当局宛報告書確認

ご送金日

※上記「送金通貨・金額」欄にご記入いただいた場合、本欄へのご記入は不要です。

異種通貨〔

ご送金目的/PURPOSE OF PAYMENT

輸入 ・ 仲介貿易代金    PAYMENT FOR IMPORT GOODS/INTERMEDIARY TRADE

上記以外OTHERS➡

受取(支払)銀行 BENEFICIARY BANK NAME/BRANCH NAME

受取人住所 BENEFICIARY ADDRESS

お受取人名 BENEFICIARY NAME

「外国為替及び外国貿易法」に基づく許可等

金額

貴行手数料も含めお受取人負担（BEN)

SHIPPED TO

外為法適法性確認

届出印又は届出署名

銀行コード番号 BANK CODE    ※SWIFT BIC、ABA NO等ご記入ください

(支店名) 

関係銀行から後日2,500円を超える請求があった場合には、
差額を上記預金口座から引き落とします。

【電話確認日期及時間】 【確認對象】

※ご送金依頼人が個人・個人事業者の場合のみチェックしてください。

検閲 実施 印鑑照合 受付

玉山銀行在日支店 D09_202606



１．(適用範囲)
外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金取引については、この規定により取扱います。
　①外国向送金取引
　②国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引            　➂外国為替法規上の(非)居住
者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機　　 関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
  ④ その他前各号に準ずる取引

２．(定義)
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
　① 外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。
a.送金依頼人の指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するため
の支払指図を、関係銀行に対して発信すること
b.外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること
  ② 支払指図 送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信す
る指示をいう。
  ③ 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。
  ④ 関係銀行 支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。
a. 支払指図の仲介
b. 銀行間における送金資金の決済

３．（送金の依頼）
（1）送金の依頼は、次により取扱います。
① 送金の依頼は、当行所定の受付時間内に受付けます。
②送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、支払銀行名・店舗名、受取人名、受取人口
座番号または受取人の住所、送金金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正
確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
③ 当行は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
（2）送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
① 外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。
② 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください
③ 「外国為替及び外国貿易法」における規制取引および「米国 OFAC 規制」の対象取引に該当しないこと、ならびに送金の受取人（法人
の場合は実質的支配者を含みます）が資産凍結等経済制裁対象者に該当しないことをご確認の上で、その旨を外国送金依頼書にご申告
ください。なお、経済制裁措置の詳細については、財務省または経済産業省、米国財務省外国資産管理局（OFAC）のウェブサイト等をご
確認ください。
財務省ウェブサイト（https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/index.htm）
経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/index.html）
米国財務省外国資産管理局（OFAC）ウェブサイト
（https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information）
（3）送金の依頼を受付けるにあたっては、マネー・ローンダリングおよびテロ資金調達の防止に関連する法目的を達成するために、当行は
送金依頼人に、各種確認や資料の提出を求めることがあります。
（4）前項の各種確認や資料の提出の求めに対する送金依頼人の回答、具体的な取引の内容、送金依頼人の説明内容およびその他の事
情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合に
は、送金をお断りする場合があります。
（5）当行は申請者（またはその上位管理者、実質的支配者もしくは取引関係者）がマネー・ローンダリングおよびテロ資金調達に関する制
裁対象であり、或いは外国政府または国際機関によって特定されたテロリストであると判断した場合には、取引をお断りしたり、本契約に
記載された取引を終了したり、または関連する法令に基づき、申請者に通知せずに取引資金を凍結したりすることがあります。
（6）送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連
して必要となる手数料・諸費用(以下｢送金資金等｣といいます。)を支払ってください。なお、送金資金等については、当行に開設された本人
確認済みの送金依頼人の預金口座から振替えることとし、現金のほか、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはいたしませ
ん。

４．(送金委託契約の成立と解除等)
（1）送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領した時に成立するものとします。
（2）前項により送金委託契約が成立したときは、当行は、その契約内容に関して、外国送金計算書等を交付します。
     なお、この外国送金計算書等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
（3）第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信する前に次の各号の事由の一にでも該
当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については、当行の責に
帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。
① 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資金凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
③ 送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
（4）前項による解除の場合には、当行所定の方法により、送金依頼人から受取った送金資金等を返却します。この場合、当行所定の本人
確認資料または保証人を求めることがあります。

５．(支払指図の発信等)
（1）当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に
対して支払指図を発信します。
（2）当行は送金実行のために、日本および海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣、関係銀行所定の手続、または外国送金に用いられ
る伝達手段における要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、または全てを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係
銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。
     なお、それらの情報は、関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
① 外国送金依頼書に記載された情報
② 送金依頼人の口座番号・住所、取引番号、その他送金依頼人を特定する情報
（3）支払指図の伝送手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、
同様とします。
（4）次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によ
ることができるものとします。この場合、当行は送金依頼人に対してすみやかに通知します。
① 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
②送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合などで、他に適当な関係銀行が
あると当行が認めたとき
（5）前3項の取扱いによって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

６.（個人データの外国にある第三者への提供）　　 第5条第2項に定める支払指図等に含まれる個人データは、外国送金取引遂行のため
に必要な範囲で外国にある第三者（最終受取銀行および経由銀行等がこれにあたります）に提供されます。もっとも、個人情報保護法28
条第1項が定める事項、すなわち、送金依頼人に送金先の外国銀行等が所在する国名、送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情
報保護制度に関する情報、並びに送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報をあらかじめご提供することは、外国送
金の仕組み上、困難です。そのため、事前に「全国銀行協会」および「個人情報保護委員会」のウェブサイト等をご確認いただき、また、ご
依頼を受け付けた時点では経由銀行の有無や経由銀行名等を把握できないことをご了解のうえ、外国送金をご依頼ください。
　　 全国銀行協会ウェブサイト（https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/17491/）
     個人情報保護委員会ウェブサイト（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku）

７．（手数料・諸費用）
（1）送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、こ
のほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。また、送金依頼人より関係銀行にかかる手数料・諸費用は送金依頼人が負担
するとの申出を受け、当行が諸手数料に関し送金依頼人の負担とするよう支払指図を発信するも、これらが送金金額から差し引かれた場合について
は、当行は責任を負いません。
（2）照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定す
る手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
① 照会手数料
② 変更手数料
③ 組戻手数料
④ その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用

８．（為替相場）
（1）送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合
を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
（2）第4条第4項、第10条第3項、第12条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金
通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定
の為替相場とします。

９．（受取人に対する支払通貨）
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨
となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととし
ます。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨

１０．（取引内容の照会等）
（1）送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会し
てください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。
     なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
（2）当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場
合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これに
よって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。
（3）当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみや
かに通知します。この場合、当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第12条に規定する組戻しの手続きに準
じて、当行所定の手続きをしてください。

１１．（依頼内容の変更）
（1）送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、次の変更の手続きにより取扱います。
     この他、送金金額、関係銀行を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2
項に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するな
ど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
（2）前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書に使用された印影（または署名）を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注
意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、これによって生じた損害については､当行は責任を負いません。また、前項第2号の取扱い
によって生じた損害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。
（3）本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場
合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きをしてください。

１２．（組戻し）
（1）送金委託契約の成立後にその依頼をとりやめる場合には、次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項
に規定する外国送金計算書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するな
ど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、当行所定の方法により、その返戻金を直ちに返却します。
（2）前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いについては、第11条第2項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損
害については、当行の責に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。
（3）本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができな
い場合があります。

１３．（通知・照会の連絡先）
（1）当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号を連絡先とします。
（2）前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害については、当行の責
に帰すべき事由によるときを除き、当行は責任を負いません。

１４．（災害等による免責）
次の各号に定める損害ついては、当行は責任を負いません。
①災害・事変・戦争、輸送途中の事故、外国為替法やOFAC規制、その他日本及び外国の外国送金関連法規による制限、政府または裁判所等の公的
機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
②当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏
等により生じた損害
③関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰す
べき事由により生じた損害
④受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
⑥送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
⑦成年後見制度利用に関する届出書を受領する前に生じた損害
⑧その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
⑨送金依頼人または送金依頼人から提供された送金に関する情報が経済制裁の対象となり、外国政府または国際的なマネー・ローンダリング機関が指
定したテロリスト等の制裁対象者であり、その資金が外国の送金銀行にて凍結されている場合は、上記に関連するリスクを送金依頼人が負担するものと
します。

１５．（譲渡、質入れの禁止）
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。

１６．（預金規定の適用）
送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。

１７．（法令、規則等の遵守）
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
以上

外国送金取引規定

玉山銀行在日支店 D09_202606


	yy: [ ]
	mm: [ ]
	dd: [ ]
	CCY: [ ]
	001: 
	002: 
	003: 
	004: 
	005: 
	006: 
	007: 
	008: 
	009: 
	010: 
	011: 
	012: 
	014: 
	013: 
	015: 
	016: 
	017: 
	019: 
	020: 
	021: 
	022: 
	025: [ ]
	027: 
	028: 
	029: 
	030: 
	031: 
	032: 
	033: 
	034: 
	041: 
	042: 
	044: 
	045: 
	040: 3
	核取方塊5: Off
	核取方塊6: Off
	024: 
	shiten: [ ]
	035: Off
	018: Yes
	amountSymbol: 
	amountSymbol2: 
	amount_usd: 
	amount_jpy: 
	amount2_usd: 
	amount2_jpy: 


